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ケアマネジメントあるえ 

１．当事業所が提供するサービスについての相談窓口 

電 話    ０３－５８５１－６２０３ （ 月～土曜日の午前９時～午後５時 ） 

ＦＡＸ   ０３－５８５１－６２１２ 

介護支援専門員  担当                

管 理 者  松原 武  

※ご不明な点は、何でもご相談下さい。 

 

２．株式会社有絵 ケアマネジメントあるえ概要 

（１）提供できるサービスの種類と地域 

事業所名 株式会社有絵 ケアマネジメントあるえ 

所在地 〒１２１－００７２ 東京都足立区保塚町１５－１９ 

事業所指定番号 居宅介護支援事業 (東京都１３７２１１０３６９） 

サービス提供対象地域 足立区、草加市、八潮市の一部（垳、大曽根、浮塚）、 

葛飾区の一部（水元、亀有、小菅、堀切） 

※上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。 

 

（２）職員体制 

   管理者 1名   介護支援専門員   名（内、管理者兼務1名） 

 

（３）営業時間 

 

 

 

 

 

月～土曜日 午前９時 〜 午後５時 

日曜・祝祭日 定休日 

休業日 夏季休業、年末年始等の休業日については前月までに通知します 
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３．当事業所の目的・運営方針・特徴 

（１） 事業の目的 

当事業所は、利用者の方々の意志に基づき、自立した質の高い生活を送る事が出来る

様に介護保険法の趣旨の下で、利用者本位のサービス提供を支援することを目的とし

ます。 

 

（２） 運営方針 

①介護支援専門員は、利用者の心身の特性を踏まえて、計画に基づき生活の質の確保 

を重視した在宅療養が続けられる様に支援します。 

②利用者が質の高い在宅療養が出来る様に、様々な機関との連携を図り、より良いサ 

ービスの提供およびサービスの向上に努めます。 

 

（３） 居宅介護支援の実施概要等 

     課題分析標準項目を網羅した当事業所独自の方式による介護サービス計画（以下

「ケアプラン」といいます）の作成を行っています。様々なサービスを利用者の

方々の意向に沿うよう適切に組み合わせて提供をするためには、利用者の方々の

必要性を具体的に評価分析し、状態の改善や悪化の予防を目標として管理するた

めの方法が必要です。その為に、在宅において高齢者の心身の機能や生活の質を

改善することに重点を置いたサービス体制を確立するための対応を、支援するケ

アプラン作成方式です。 

 

（４） サービス利用のために 

＜事項＞ ＜有無＞ ＜備考＞ 

介護支援専門員の変更 ○ 変更を希望される方はお申し出ください。 

調査(課題把握)の方法 〇 当事業所独自の方式等によります。 

介護支援専門員への研修の実施 ○ 年１回以上 

契約後、ケアプラン作成途中で

利用者の方のご都合により解約

した場合の解約料 

 

○ 

５．利用料金（3）解約料 

を参照下さい 
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４． 居宅介護支援申込みからサービス提供まで 

＜内容＞  

・介護保険に関するご相談、ご案内・介護保険申請代行、管理・訪問調査・介護サービ

ス計画作成・施設入所への支援・訪問面接・給付管理・苦情対応・介護支専門員による

個別的介護支援・その他ご相談を伺います。 

＜申し込み＞  

・まずは、当事業所にご相談下さい。当事業所職員がお伺いします。お電話でのご相談

のみでも構いません。当事業所へ直接ご相談にお越しいただいても結構です。 

＜サービスの提供＞ 

・介護保険の申請をされると、（当事業所で代行します）訪問調査員（当事業所の     

介護支援専門員（以下「ケアマネジャー」といいます）、または、行政の職員）が、認

定調査に伺います。 

・認定調査と医師の意見書を基に介護認定審査会にて要介護認定されます。 

・要介護認定を受けた方は、ケアプランの作成が必要となります。 

当事業所は、このケアプランを利用者の方々とご相談しながら一緒に作成していきま

す。 

・担当のケアマネジャーを定め、利用者の方々への助言やご相談に応じます｡ 

・サービス提供にあたっては、契約書による同意の下に行います。 

 

５． 利用料金 

（１） 居宅介護支援費利用料 

居宅介護支援サービスを提供した場合の利用料は、契約書別紙料金表によるものと

します。当事業所の居宅介護支援サービス（居宅サービス計画の作成・変更、事業

者との連絡調整、相談説明等）は、要介護または要支援認定を受けられた方につい

ては、介護保険から全額給付されるため、原則として自己負担はありません。 

（ただし、保険料の滞納等により法定代理受領ができなくなった場合、１カ月につ

き要介護度に応じて介護報酬告示上の金額をいただきます。当事業所から発行いた

しますサービス提供証明書を保険者となる区市町村の窓口に提出しますと、差額の

払い戻しを受けることが出来ます。）  
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（２） 交通費 

前記２．の居宅介護支援事業所の概要（１）に示したサービス提供対象地域にお住ま

いの方は無料です。それ以外の地域の方は、ケアマネジャーが訪問する為の交通費

をお支払い下さい。 

  通常の事業の実施地域の範囲を越え１kmあたり１００円（税込）。 

 

（３） 解約料 

利用者のご都合により解約した場合、下記の料金をいただきます。 

① 契約後、ケアプランの作成段階途中で解約した場合 

契約書別紙料金表の定める居宅介護支援費Ⅰ利用料 

② 保険者(区市町村)へのケアプラン届出終了後または、ケアプラン作成の着手前   

に解約した場合料金は一切かかりません。 

 

（４） 謄写・閲覧手数料 

記録等の閲覧等をご希望の方はご相談ください。事業者の定める要件にて閲覧等してい 

ただくことが可能です。  

 

（５）支払い方法 

料金が発生する場合、月ごとの精算とし、毎月５日までに前月分の請求をいたしま   

す。１０日以内にお支払いください。 

お支払方法は、現金集金でお支払いいただき領収証を発行します。 

 

６． サービスの利用方法 

（１） サービスの利用開始 

契約を結び、サービスの提供を開始します。 

 

（２）サービスの終了 

①利用者のご都合でサービスを終了する場合 

所定の文書に記入していただき、お申し出下さればいつでも契約の解約を申し入
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れることができます。この場合には１ヶ月以上の予告期間をもって文書で事前に

通知する事とし、予告期間満了日に契約は解約されます。 

②当事業所の都合でサービスを終了する場合 

やむを得ない事情により、予定通りのサービスが行えない場合、利用者との協議の

上、サービスの提供を終了させていただく事があります。その場合は、終了１ヶ月

前までに文書で通知するとともに、地域の他の居宅介護支援事業者をご紹介します。  

③自動終了 

以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

 ・利用者の要介護区分が、非該当（自立）と認定された場合 

・利用者の方が介護保険施設その他居宅介護支援の対象とならない施設に入所又は 

入院した場合 

・事業者が破産した場合 

・利用者が死亡した場合 

④利用者の契約違反によりサービスを終了する場合 

利用者または家族の非協力など双方の信頼関係を損壊する行為に、改善の見込みが 

ない場合や、社会通念を超えたと思われる苦情やハラスメント行為などにより、当   

事業所及び介護支援専門員の通常の業務遂行に支障が出ていると判断した場合に

は、行政機関に相談を行い、サービスの提供を終了させて頂くことがあります。 

以下のようなハラスメント行為があった場合、直ちにサービスの提供を終了させて  

頂くことがあります。 

・暴力または乱暴な言動、無理な要求（物を投げつける、刃物を向ける、手を払い 

 のける等） 

  ・セクシュアルハラスメント（体を触る、手を握る、性的な卑猥な言動等） 

・その他（個人の携帯番号を聞く、ストーカー行為） 

利用者およびその家族が契約に違反し、当事業所から一定の猶予期間をもって改善  

を求められたにも関わらず改善されない場合、サービスの提供を終了させて頂くこ 

とがあります。 
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７．事故発生時の対応 

・当事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、利用者の家族等 

に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

・当事業所は、利用者の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録します。 

・当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行い 

ます。 

 

８．居宅介護支援提供にあたっての留意事項 

・当事業所は、医療系サービスの利用について意見を求めた医師等へは、利用者の居宅 

サービス計画書を交付します。 

・当事業所は、訪問介護事業所等から伝達のあった口腔に関する問題や服薬状況等に 

ついては必要に応じ医師等へ報告し、状態の悪化を防ぐように努めます。 

・医療機関入院時には、退院後の在宅生活への円滑な移行を支援するため早期に医療 

機関と情報共有や連携を行う必要がありますので、利用者は、入院時には速やかに 

入院先担当者へ担当介護支援専門員の所属および氏名をお伝えください。また、入 

院および退院時には担当介護支援専門員までご連絡ください。 

 

９．虐待防止に関する事項 

（１） 当事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、

次に掲げる措置を講ずるものとします。 

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結

果について、従業員に周知徹底を図る。 

② 虐待防止のための指針を整備する。 

③ 従業員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施する。 

④ 上記措置を適切に実施するための担当者を置く。 

（２） 当事業所は、サービス提供中に、サービス事業所等の事業所の従業員又は養護    

者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる      

利用者を発見した場合は、速やかに、これを区市町村に通報するものとします。 
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１０．感染症の予防及びまん延防止に関する事項 

（１）当事業所は、感染症の予防及びまん延防止のために、次に掲げる措置を講じま 

す。 

①感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会をおおむね6 ヵ月に 

一回以上開催するとともに、その結果について、従業員に周知徹底を図る。 

②感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。 

③従業員に対し、感染症の予防及びまん延防止の為の研修及び訓練を定期的に実施す

る。 

 

１１．業務継続計画 

（１）当事業所は、感染症や非常災害の発生に際しても利用者への居宅介護支援を継続

的に実施すること及び非常時の体制にて早期の業務再開を図ることを目的とし

て業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い、次に掲げる措置を講じます。 

①従業員に対し、業務継続計画の周知徹底を図るとともに、研修及び訓練を定期的に  

実施する。 

②業務継続計画の見直しと変更を定期的に実施する。 

 

１２．ハラスメント防止に関する事項 

当事業所の従業員に対するハラスメント防止のため、利用者やその家族等に対しハラ  

スメントについて説明を行い、従業員に対し研修を実施するなど必要な措置を講じま  

す。  

 

１３．身体的拘束等の禁止 

（１）当事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は

身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の

行動を制限する行為（以下「身体拘束等」という。）を行わない。 
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（２）当事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録

する。 

（３）当事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。 

①身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するととも

に、その結果について、従業者に周知徹底を図る。 

②身体拘束等の適正化のための指針を整備する。 

③従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。 

 

１４．心付け 

当事業所では、利用者またはその家族等からの心付けの受け取りを一切お断りしてり

ます。 
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１５．サービス内容に関する苦情等の窓口 

介護保険の苦情や相談に関しては他に、住所地の保険者にもお問合せ頂けます。 

 

 

 

 

 

 

窓口名 
住所 受付日 

連絡先 受付時間 

 

ケアマネジメント あるえ 東京都足立区保塚町１５－１９ 月曜日～土曜日 

０３－５８５１－６２０３ 午前９時～午後５時 

１．介護保険全般に関するお問い合わせ 
 

足立区役所 介護保険課事業所指導係    連絡先 ０３－３８８０－５１１１(代表) 
   
 草加市役所 長寿・介護福祉課         連絡先 ０４８－９２２－０１５１(代表) 
 
 八潮市役所 ふれあい福祉部長寿介護課  連絡先 ０４８－９９６－２１１１(代表) 
 
  葛飾区役所 介護保険課              連絡先 ０３－３６９５－１１１１(代表) 
 
※上記は全て、受付時間  午前８時３０分 ～ 午後５時（土日祝除く） 

 ※保険者毎に取り扱いが異なりますので、ご相談ください。 

２．介護保険サービスの質や契約上のトラブルについて 
 
東京都・福祉サービス運営適正化委員会  
 連絡先 ０３－５２８３－７０２０  受付時間 午前９時～午後５時（土日祝除く） 
 
埼玉県・福祉サービス運営適正化委員会 
連絡先 ０４８－８２２－１２４３  受付時間 午前９時～午後４時（土日祝除く） 

３．介護保険サービスの苦情について） 

 
足立区基幹地域包括支援センター   連絡先 ０３－５６８１－３３７３ 
 
東京都国民健康保険団体連合会 
連絡先 ０３－６２３８－０１７７  受付日時 午前９時～午後５時（土日祝除く） 
 

埼玉県国民健康保険団体連合会 
   連絡先 ０４８－８２４－２５６８ 受付日時 午前８時３０分～午後５時（土日祝除く） 
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１６．事業者および事業所概要 

 

【事 業 者】  

名 称       株式会社 有絵 

代表者役職・氏名  代表取締役 瀧口 絵莉 

設  立          平成２２年２月２２日 

住 所       〒１２１－００６１ 東京都足立区花畑１－７－１－２０３ 

 

 【事 業 所】 

名 称       ケアマネジメント あるえ 

管理者       松原 武 

設 立       平成２６年７月１日 

住 所       〒１２１－００７２ 東京都足立区保塚町１５－１９ 

 

【関 連 機 関】 

＜訪問介護＞         ヘルパーステーションあやとりコート店 

＜訪問マッサージ＞   訪問マッサージ あるえ 

＜訪問看護＞      訪問看護ステーションあるえ（令和 6年 5月開設） 

 

 

１７．第三者による評価の実施状況 

第三者による評価 

①．あり 

実施日 2023年12月 11日 

評価機関名称 有限会社第一福祉マネジメント 

結果の開示 ①．あり 2．なし 

2.なし 
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    年   月   日 

 

居宅介護支援サービスの提供開始にあたり、利用者に対して契約書および本書面に基づ 

いて重要事項を説明しました。 

【事 業 者】   

（名 称）    株式会社 有絵 ケアマネジメントあるえ 印 

（住 所）    〒１２１－００７２ 東京都足立区保塚町１５－１９ 

  

（説明者）氏名                       印 

 

私は、契約書および本書面により、事業者からサービスについての重要事項の説明を 

受けました。 

 

利用者    住所                                                            

               

       氏名                                印    

(署名代理者)    

住所                                                        

                    

氏名                              印    

 

       続柄          署名代理理由：身体的理由・認知的理由 

                  その他（             ） 

署名代理者とは、原則として以下の順で指定することとします。 

① 同居の家族  ② 同居の家族がいない場合は、生計を一にしている家族 

③ 同居していない親族  ④ 利用者が指定する者  ⑤ 当事業所が指定する者 
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（付属別紙１） 

要介護認定前に居宅介護支援の提供が行われる場合の特例事項に関する 

重要事項説明書 

利用者が要介護認定申請後、認定結果がでるまでの間、利用者自身の依頼に基づいて、介護保

険による適切な介護サービスの提供を受けるために、暫定的な居宅サービス計画の作成により

サービス提供を行う際の説明を行います。 

1. 提供する居宅介護支援について 

・ 利用者が要介護認定までに、居宅介護サービスの提供を希望される場合には、この契約の締

結後迅速に居宅サービス計画を作成し、利用者にとって必要な居宅サービス提供のための支

援を行います。 

・ 居宅サービス計画の作成にあたっては、計画の内容が利用者の認定申請の結果を上回る過剰

な居宅サービスを位置づけることのないよう、配慮しながら計画の作成に努めます。 

・ 作成した居宅サービス計画については、認定後に利用者等の意向を踏まえ、適切な見直しを

行います。 

2. 要介護認定後の契約の継続について 

・ 要介護認定後、利用者に対してこの契約の継続について意思確認を行います。このとき、利

用者から当事業所に対してこの契約を解約する旨の申し入れがあった場合には、契約は終了

し、解約料はいただきません。 

・ 利用者から解約の申入れがない場合には、契約は継続しますが、この付属別紙に定める内容

については終了することとなります。 

3. 要介護認定の結果、自立（非該当）または要支援となった場合の利用料について 

要介護認定等の結果、自立（非該当）または要支援となった場合は、居宅介護支援サービス

に関する利用料をいただきません。 

4. 注意事項 

要介護認定の結果が不明なため、利用者は以下の点にご注意いただく必要があります。 

（１） 要介護認定の結果、自立（非該当）または要支援となった場合には、認定前に提供され

た居宅介護サービスに関する利用料は、原則的に利用者にご負担いただくことになりま

す。 

（２） 要介護認定の結果、認定前に提供された居宅介護サービスの内容が、認定後の区分支給

限度額を上回った場合には、保険給付とならない居宅介護サービスが生じる可能性があ

ります。この場合、保険給付されない居宅介護サービスにかかる費用の全額を利用者に

ご負担いただきます。 


